
令和７年１１月２５日 

高校生模擬議会の開催について 

前橋市立前橋高等学校 
１ 趣 旨 

学習指導要領で重視する思考力・判断力・表現力を育成するため、市立前橋高等学校で実施している探究学習の一環として 
高校生模擬議会の実施を予定しています。 

 
２ 開催日程・場所 

令和７年１２月１８日（木） 前橋市議会庁舎 議場 
    第１回  ９：２０～１０：０５（２組、３組）  
    第２回 １０：２０～１１：０５（４組、５組） 
    第３回 １１：２０～１２：０５（１組、６組） 

 ※第２学年６クラスを２クラスごと３回に分けて実施（各回４５分） 
 
３ 出席者 

 学校 ：第２学年生徒全員（２３１人）、校長、担当教諭 
 市  ：市長、副市長、公営企業管理者、各部局長 
 市教委：教育長、教育次長、指導担当次長 
 市議会：市議会議長、副議長、議会事務局職員 

 
４ 各回の流れ 
 【進行：市立前橋高校（担当教諭）】 
 あいさつ：第１回 市長、第２回 議長、第３回 教育長 
 議事進行：生徒（議長として） 
 質問答弁：各クラス３人が議員となって質問し、各部局長が答弁する 
      ※部局長がやむを得ず出席できない場合は、課長の代理出席でお願いします。 
 講評  ：第１回 市長、第２回 議長、第３回 教育長 

 
５ 質問形式及び生徒席 

 前橋市議会代表質問の形式（一括質問一括答弁方式）に準じて実施 
 質問は質問席で行い、質問者１人につき、質問回数は１回。質問時間は答弁を含めて概ね５分以内とする。なお、質問者１人 
につき、介助者１人が付く。 
 生徒は議場及び傍聴席（南半分）に分かれて着席する。 
 ※質問一覧表は、１２月８日（月）までに各部局長、主幹課長、主幹課担当係長にチャット送信予定。 
答弁案は１２月１５日（月）までにチャットで提出してください。 

 
６ 傍聴・報道対応 
   議員及び教育委員等関係者については、傍聴席（北半分）で傍聴していただく。 

 市職員は第四委員会室で傍聴する。 
 一般の方（保護者を除く）の傍聴はご遠慮いただく。 
 報道については、議場及び傍聴席での撮影を可とする。 

 


